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墓畳
半導体生産技術と国際競争力の向上を主目的として､米国において官民共同研究開発コ

ンソーシアムSEMATECH(SEmiconductorMAnufacturingTECHnology)が 1987年に設

立された｡米国内半導体売上高の内､全体の8割を占めるアメリカ半導体企業 14社をメン

バ ーとし､国防総省から国防高等研究計画局(ARPA)を通 じて毎年 1億 ドルという巨額の補

助金が拠出された｡1980年代に日本に逆転された世界半導体シェアを奪還することが目的

とされ､研究開発の具体的内容は､当時日本に比べて性能の劣っていた半導体製造装置の

技術革新であった｡

この論文では､半導体産業､とりわけ SEMATECH の特徴を踏まえて､政府補助金が

SEMATECHメンバー企業に与えた影響を分析する｡

補助金が企業の投資ポー トフォリオに与える影響に焦点を当て､長期と短期の投資計画

の成功確率と投資回収機会､さらに時間割引率を含んだモデルを導入し､長短 2つの投資

計画に対する企業の投資配分比率に補助金が及ぼす影響について考察する｡ そして考察の

結果､SEMATECHのような官民共同出資型の補助金は長期的なR&Dにとって有益であり､

また一般 的な政府補助金 と して知 られる Brander-Spencer型 の補助政策 よ りも

sEMATECH のような官民共同出資型の補助政策の方がより明確に長期投資を増大させる

効果があるという結論を得た｡
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はじめに

昨今､情報社会のうねりの中､技術の変化 ･革新の速度は速まり､企業レベル ･産業レ

ベル ･一国レベル ･世界経済レベルにおいて研究開発活動､特に複数企業が共同で研究開

発を実施する共同研究開発の重要性は一段 と高まっている｡

一般に共同研究開発 と呼ばれるものの内容は様々であるが､典型的には複数の事業者が

技術､資金､役務を提供 しあって共同で研究開発活動を行うことにより新たな技術を開発

しようとするものと定義25できる｡

共同研究開発の意義 ･役割は､大まかにみて以下のようなものが挙げられる26｡

①分割不可分性の克服

研究開発に存在する分割不可分性を乗 り越えることができる｡ つまり､ある種の研究開

発にはある一定規模以下では行えない最小規模が存在するが､共同で研究開発することで

その規模の問題を克服できるのである｡

②外部経済効果の内部化と知識補完性

研究開発の有する外部経済効果を内部化することが可能になる｡ 研究開発は他企業や消

費者に対 して正の外部性をもたらす｡しかし､同時に個々の企業にとっては､投入する資

源一単位あたりの収益性は低 くなり､研究開発-のインセンティブが失われてしまうこと

につながる｡共同研究開発 という形態をとることで､スピルオーバーを参加企業内に留め､

企業の研究開発へのインセンティブを確保できる｡ これにより､研究開発についての伝統

的議論で指摘されてきた ｢研究開発活動が社会的厚生の面からは過小になる｣という問題

点は改善される｡ そして､もちろん当グループ内での技術移転は速 く､知識の補完性 とい

う点でも参加企業にとっては大きなメリットになる｡ 外部性の内部化や知識の補完性につ

いては第 1章でより詳 しく述べる｡

③リスクの分散

研究開発に存在する危険性 ･不確実性が緩和される｡ 複数の企業が共同で研究開発する

ことにより､リスクの分散が可能である｡ これも､研究開発のインセンティブが過小にな

りがちな問題点を改善する｡

④重複防止と効率性の上昇

複数の企業が同一の研究開発を重複 して行 うことがなくなり､研究開発の効率性を上げ

25公正取引委員会事務局経済部(1990),P26参照

26中村(2000)を参考にした



ることや資源の浪費を防ぐことができると考えられる｡ 現実には私的な開発インセンティ

ブは過小になるのでなく､社会的に見てむしろ過剰になることもあるのである｡ 一般に研

究開発活動の成果を得られるのは､他企業に比べてより早 く開発に成功 した企業である｡

このため研究開発競争においては先行者としての利益を獲得するため､他企業よりも少し

でも多 く開発投資を投下しようとするインヤンテイブが働 く｡ 共同研究開発により､こう

いった過剰投資や無用の重複投資等は避けられ､この問題は改善される｡

以上のように､研究開発活動は通常の経済活動と異なった性質を持つことから､私的イ

ンセンティブによる市場取引だけでは研究開発に伴う最適な資源配分を実現できないこと

も多いが､共同研究開発を行うことである程度改善することができるのである｡

近年､経済発展のインフラス トラクチャーとなるような先端的な技術の研究開発の必要

性が高まっているが､そのような技術の開発には､膨大な費用､技術､時間が必要であり､

またリスクも大きい｡しかも､そのような研究開発が成功 した場合でも､それによって得

られた技術や知識は容易に他-移転､伝播される可能性も大きい｡このようにコス トが大

きいことやリスクが高いこと､技術や知識の外部性の高さ､また単独の企業の所有する技

術､研究者に限りがあることなどから､先端技術分野においては共同研究開発が有力な手

段となり､さらには共同研究開発の形態でなければ開発が困難な場合もあり得ると考えら

れる｡ また､民間に加え､政府も参画して行われる研究開発や､共同研究に対する公的補

助金は､資源の投入の加速化､研究開発の促進に有用であるといえる｡

上記の顕著な例として､我々は米国で 1987年に設立された官民共同の半導体研究開発コ

ンソーシアムSEMATECH (SemiconductorManufacturingTECHnology)に焦点を当て

ることとする｡

本論文の構成は以下の通 りである｡ まず､第 1章ではSEMATECHの設立背景および活

動内容についてより詳 しく触れる｡ 続 く第 2章では半導体産業の特徴を踏まえた上で､政

府補助金の必要性について述べる｡ そして､第 3章では､SEMATECHのメンバー企業の

研究開発投資計画に対 して政府補助金が与えた影響を､研究開発の成功確率や投資費用回

収機会といった観点から分析 し､最後に第 3章の分析から経済的含意を導き､結論とする｡



第 1章 SEMATECHの設立背景 ･構造

本章では日米半導体産業の歴史的な動向を確認 しつつ､アメリカ政府が何故市場介入を

行ったのか､産業政策としてのSEMATECHの位置づけを明らかにする｡

SEMATECHの構造 ･目的 ･研究開発の特徴 ･活動内容を見ていき､SEMATECH に関

する先行研究について言及しながら､本論文の方向性を述べることにする｡

1.1 半導体産業の歴史的動向27

1.1.1 半導体産業史 (～1960年代)

半導体開発は資本主義全体の威信に深 く関連することであった｡特に冷戦時代を通 して

資本主義諸国を束ねていたアメリカでは重要視されていた｡ソ連との軍事競争を繰 り広げ

てい く中で半導体技術の遅れは経済的な問題を引き起こすだけでなく､政治的軍事的危機

に直結 したからである｡ このような状況の中で世界的な半導体の開発競争が行われ始めた｡

半導体､特にIC生産に先鞭をつけたのはアメリカである｡ まず 1954年に トランジスタ

がベル研究所により開発された｡その後､世界の多方面に影響を及ぼすICに関する基本特

許が確立され､生産が本格化することになる｡ そしてフェアチャイル ド社を中心にカリフ

ォルニア州にシリコンバレーと称される半導体の一大生産拠点が築かれることになる｡ 半

導体開発研究は軍事的色彩の強いものではあるがコンピュータ等の需要にも応えたもので

ある｡ このように60年代はアメリカが半導体産業において優位を保っていた｡

日本はICやシリコン･トランジスタに関してアメリカに完全に遅れを取っていた｡ それ

故にアメリカからの技術を導入することにより日本半導体産業はこれらの生産を開始 した｡

また 60年代後半になると電卓とミニコンピュータの登場により外販をも指向した IC生産

の量産化を本格化 している｡ このような傾向の下でIC生産は急拡大を続け､日本経済が貿

易黒字基調を確立する中､輸入制限措置に支援はされているものの輸入依存を脱 し国産体

刺-と移行 していったのである｡

1.1.2 1970年代のアメリカ半導体産業

1970年にインテル社がDRAM28を開発 し､またLSIの生産においてもアメリカ半導体産

業が世界の主要な地位を保持 していた｡これらの開発以降､半導体産業は 3つの異なるタ

イプの企業が競争 しつつ相互補完的な機能を果たし､全体 として技術の高度化や生産の拡

大が進んだ｡具体的に見てい くと､半導体のみの生産 ･外販をする専売企業 (マーチャン

ト企業)､電子システム企業の半導体部門､電子システム企業の中でも群を抜いて巨大で高

27大西(1994)を参考にした

28DynamicRandomAccessMemory:記憶保持(リフレッシュ)動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ

一｡半導体記憶素子の一つ｡



度な技術力を持つ企業の 3種類である｡ これらの異質な 3タイプの企業が競争 しつつ相互

補完的な機能を果たし､全体として技術の高度化や生産の拡大が進んだ｡これがアメリカ

半導体産業の発展のあり方であり､逆に言えば共同という概念は一切なかった｡半導体産

業は自由競争に没頭 し､議会も政府も自由主義を信奉 していた｡そして官民関係 も希薄で

あった｡また民間企業間での共同研究開発は独占禁止法により禁止されていた｡

アメリカ半導体産業は70年代前半から急速に成長していた｡70年代中葉ではアメリカ半

導体産業は自国市場の98%､ヨ←ロツパ市場の78%､世界市場全体の70%のシェアを占め

ており他国に対 し圧倒的優位を保っていたのである29｡

1.1.3 1970年代の日本半導体産業

日本では 1970年代に入ると半導体各社が IC生産の量産化に乗 り出している｡ また政府

は半導体産業育成政策を展開し､その目的に沿って個別企業の枠組を越えた体制が形成さ

れることになる｡ 71年の ｢電子計算機に関する自由化措置｣を契機として政府は国産コン

ピュータ開発に関して主力メーカーの中で富士通･日立､日本電気･東芝､三菱電機弓中電気

の 3グループ､超 LSI開発に関して日本電気･東芝､目立-富士通三 菱電機の2グループを

編成 した｡73年にはICの生産額が個別半導体の生産額を上回っており､機能面でもこのよ

うな動向の下で集積度を高めたLSIの生産が中心となっていく｡ 72年から74年にかけて

はIBM370シリーズに対処すべ く集積回路開発費補助金を作 り､NチャンネルMOS･LSI､

高性能リニアICに関する研究開発を助成 している｡

次に日本半導体産業に大きな影響を及ぼしたものとして超 LSI技術研究組合の設立があ

る｡この背景には 75年における電電公社､日本電気､日立､富士通等による 64KDRAM

の超LSI開発がある｡そして76年度から4年間にわたり次世代電子計算機用大型集積回路

開発促進費補助金 (超 LSI補助金)制度が発足 している｡ つまり当時の通商産業省から拠

出された300億円の政府資金とほぼ同額の民間資金が出資されて超 LSI技術研究組合が結

成され､政府資金を基盤として主要半導体メーカーが超 LSI開発のために結集 したのであ

る｡ 具体的な目的は半導体の一層の高集積化や高速化等と高性能国産コンピュータの開発

である｡明確な開発課題を持っていたので超LSI技術研究組合は80年の解散にまで多 くの

研究成果を達成している｡ そして対米輸出が急増 していったのである｡

このように日本半導体産業はアメリカからの導入技術に依存せざるを得なかったので日

本政府が産官学連携を促進 し､学習効果を考慮 した上で産業支援政策も含む巨額投資を実

行 し､生産コス トを低下させ価格競争力を強化させた｡これにより日本半導体産業はアメ

リカ半導体産業を急速にキャッチアップし､そして世界全体における半導体シェアを伸ば

していった｡このことは､同時にアメリカとの半導体摩擦30を引き起こすことになる｡

29 大西(1994),p.19参照

30 図 1(地域別半導体市場シェア :1980･96)を参照



1.1.4 日米半導体摩擦

1980年代初頭になるとアメリカと日本の半導体シェアは逆転することになり､日本が ト

ップの座を奪取することになる｡ この状況を踏まえてアメリカはベンチャー ･ビジネスと

軍需だけで半導体市場の動向に対処することが難しいと判断し､半導体産業のR&D投資費

用の減少と半導体研究の利益を利用する各企業の国際競争力強化のために様々な戦略を展

開している｡ まず日本の半導体産業を保護するための外資制限の政策や超 LSI技術研究組

合のような政府が介入する政策等を批判 した｡また通商特別代表部(SRTN)の米国通商代表

那(USTR)-の改組も実行 した｡85年にはSIA(アメリカ半導体工業会)は256KDRAM を中

心 とした日本製半導体の輸入阻止を目的として､日本市場の閉鎖性､日本政府の過度な育

成政策､そして特に過剰投資を背景とした安値でのダンピングを通商法 301条に違反する

ものとして提訴 している｡ 86年には日米半導体協定が締結されることになる｡ この協定で

は適正価格での妥当なアメリカ-の輸出と日本市場開放が課題 とされた｡これに違反する

とアメリカは報復措置を実施 したのである31｡これにより日本は産業支援政策を実施するこ

とが困難になった｡

このような日本の政策批判をする一方で､日本型の研究開発体制を積極的に取 り入れよ

うとしている｡ 79年に国防総省が主導でVHSICプロジェクトを開始 し､83年に半導体の

技術開発を目的とした官民共同研究開発組織MCCが結成されている｡自由主義を信奉 して

いたアメリカでは共同研究開発は独占禁止法により禁 じられていたが､知識を民間企業間

で共有するために 84年に国家共同研究法が制定され､反 トラス ト法の規制緩和､R&Dに

対する税額控除等が盛 り込まれた｡そして､87年にR&D投資額の 1企業のみによる負担

を困難祝 し､予算 15億 ドルをかけ64MDRAM製造技術の確立を射程におさめた､政府参

画の半官半民の研究開発組織 SEMATECHが発足 したのである｡

1.1.5 知的所有権の強化32

また同時 にアメリカ政府は､研究開発組織の設立促進活動に加え､知的所有権の強化に

も力を入れている｡2章で詳述するが､半導体産業の特徴について述べる｡ 半導体は電気機

器､通信､軍需など様々な産業に利用されるので国際競争力という観点から国の重要産業

に位置づけられている｡ 先端技術開発には巨額の研究開発費用が必要とされ､特に半導体

産業は製品の世代交替の期間が短いため､常に高いレベルでの研究開発を行 う必要が生じ

る｡ 一方､研究開発によって生 じた成果は Arrow(1962)において ｢公共財的な性格を有す

る｣としているように､排除不可能性､専有不可能性を備え､フリーライダーといった問

題が生じ､研究開発活動に対するインセンティブは低下する｡ この弊害を解消するために

発明者や創作者に一定期間の独占権､専有権を与えて特許使用料を支払わない利用を排除

3187年に沖電気の子会社が東南アジアでダンピングを犯したとして､パソコン､カラーテレビ､電動工
具に100%の輸入関税がかけられた｡

32大西(1994),小田切(2007)



する仕組みとしての知的所有権制度が存在 し､発明者や創作者に発明からの収益を確保 し

て､研究開発活動-のインセンティブを与える一つの手段として捉えられる｡

米国における知的所有権の強化は 1980年代に集中的に行われた｡80年には連邦議会が

コンピュータのプログラム､ソフトウェアを著作権の対象物とする著作権法を改正 し､81

年に実施された｡これによってソフトウェアは著作物 として位置付けられ､プログラムの

構成や配列が著作権法により保護されることになった｡世界的に展開していたアメリカ半

導体産業において国際的広が りを持った特許権､著作権等法的枠組の整備が必要となって

おり､84年頃からWIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization)の特許調和条約会議

がアメリカ主導で開催され国際的な特許制度の調整が進められている｡ 87年にはレーガン

大統領が教書で国際競争力強化戦略の一環 としての知的所有権の擁護 を据 えている｡

GATT･ウルグアイラウンドでも知的所有権に関する国際的なルールはアメリカ主導で行わ

れているためWIPOに加盟 していない第三国にも影響を及ぼすこととなっている｡ また､

民間レベルにおいて､アメリカIPC(知的所有権委員会)､ECのUNICE(欧州産業連盟)と日

本の経団連で知的所有権に関する国際的な取 り決めが申し合わされている｡ 特に半導体に

関しては､84年に半導体回路配置保護法が制定されているように､手厚 く保護がなされて

いる｡

またISO(国際標準化機構)での情報通信分野の国際標準規格の策定に関し､アメリカ又は

アメリカ多国籍企業は自己ないし自国企業に有利な方向-と法制化､規格化を推進 してい

った｡

1.2 SER4ATECHについて

1.2.1 SEMATECHの構造

1987年 8月にアメリカ半導体企業 14社33をメンバーとし､半導体生産技術 と国際競争力

の向上を主目的とするSEMATECH(SEmiconductorMAnufacturingTECHnology)が設立

された｡これら14社の半導体売上高はアメリカ全体の8割を占める｡SEMATECHは日本

の超LSI技術研究組合を模倣 したものという見解が強い｡具体的に言うとSEMATECHは

継続する政府の補助金により設立され､国防総省がARPAを通 じて毎年 1億 ドルを拠出し

た｡SEMATECHメンバー企業は年間で半導体純売上の 1%又は 100万 ドルを拠出する｡ こ

れはメンバー企業の研究開発予算の約 11%に相当する｡ また上限は企業負担分全体の 15%

である｡ これにより各企業はSEMATECHに無責任の行動を取ることはできないし､また

あまり強い影響力を持つこともできない34｡法律下では半導体製品による売上に従事するこ

とは禁じられ､半導体そのものを生産 ･設計することやコンソーシアム外のメンバー企業

33AT&TMicroelectronics,AdvancedMicroDevices,InternationalBusinessMachines,Digital
EqulPment,HarrisSemiconductor,Hewlett-Packard,Intel,LSILogic,MicronTechnology,Motorola,
NCR,NationalSemiconductor,RockwellInternational,TexasInstruments

34仮にIBM や Texaslnstrumentsがこの上限までの投資を行ったとしても､その 12倍以上 もの資金を

費やした SEMATECH全体の研究の成果にアクセスできるわけで､研究コス ト分担のメリットは大きいと

考えられる｡



のR&D投資を規制することも禁じられている｡SEMATECHは半導体の製法技術の研究開

発をする組織である｡ SEMATECHには約 400人の技術スタッフがおり､約220人がメン

バー企業から派遣されている｡ アメリカ国内企業のみで半導体生産技術 を向上させている

ので知的所有権の保護の観点からも他国企業の参加は拒否されている｡ 具体例 として日立

の系列会社は88年に参加を拒否されている｡

1.2.2 SEMATECHの研究内容

SEMATECHの具体的な研究内容を見ていく｡ SEMATECH設立当初の日本の半導体産

業と比較 した時の米国の半導体産業の弱点は歩留まりの低さにあった｡歩留まりとは､生

産した製品の全数量の中に占める所定の性能を発揮する｢良品｣の比率を示すものである｡

例えば､歩留まりが高いということは､その製品は原料の質が高 く､且つ製造ラインの性

能は優秀ということになるのである｡ 当時の日本の半導体メーカーは､高歩留まりの半導

体製造装置を有しており､1989年当初､SEMATECHメンバーの60%以上は日本の半導体

製造装置メーカーから装置を購入 していたのであった｡この状態では､日本の半導体製造

装置メーカーが最先端の装置をまず日本国内の半導体メーカーに納入し､アメリカの半導

体メーカーへの納入が後回しにされるという恐れがあった｡したがって SEMATECHは､

米国半導体産業復活の戦略を､高性能の半導体製造装置の強化として位置づけた｡具体的

にはプラズマエッチングやリソグラフィといった半導体製造装置技術関連のプロジェクト

や歩留まり関連の研究開発を行う中で､表 1のような 3段階の目標別に分けた研究開発計

画を策定 した｡最終的な目標は 94年上半期までに全ての米国製半導体製造装置で 0.35LLm

の線幅で電子回路を半導体チップの上に投射することである｡ そして実際に SEMATECH

は目標を達成 していったのである｡89年には日本の技術と同じレベルの0.5pmの線幅での

電子回路を可能にし､92年には0.35LLmの線幅での電子回路を可能にした｡

以上のようなSEMATECHによる半導体製造装置の性能の向上で､アメリカの半導体メ

ーカーの多 くは自国の装置を利用 し､米国半導体のシェア回復の一助になったと考えられ

ている35｡

1.2.3 SEMATECHの共同研究開発による効果

SEMATECHの共同研究開発による効果を考察していく｡ SEMATECHは共同研究開発

コンソーシアムという形態をとることで､前節でも述べたように 『分割不可分性の克服』､

『外部経済効果の内部化と知識補完性』､『リスクの分散』､『重複防止と効率性の上昇』と

いった効果を果たすが､ここでは ｢知識の補完性｣と ｢外部性の内部化｣について特に分

析する36｡

まず知識の補完性を述べていく｡ 前節でも述べたがメンバー各企業が高い能力を有する

35畑(2006)

36 宮田(1997)を参考にした



研究者をSEMATECHに派遣することにより水平的協力を行った｡次に製造装置や材料メ

ーカーとの垂直的協力を行っている｡ SEMATECH の製法開発研究は日本ほど密接ではな

かった半導体製造装置メーカーとユーザーとしての半導体メーカーの関係を強化するもの

であった｡そもそも半導体製造装置メーカーと半導体メーカーには異なる専門知識が必要

とされる37｡ その中で技術が高度化するにつれて製造装置メーカーが優位に立ち､半導体メ

ーカーもそこから購入するようになる｡ また製造装置メーカーは特定の一分野に特化 して

生産を行っていたので､ユーザーからのフィー ドバ ックが技術革新のために重要であって

も､半導体メーカーが製造装置を再び内製することが困難であった｡合併をするにしても

多額の資金が必要になり､合併後 も異なる知識を必要とする製造装置事業部を管理するの

も難 しい｡よってユーザーとメーカーの技術融合のためには独立した SEMATECHのよう

な企業同士による垂直的共同研究開発の場が必要であった｡これにより知識の補完性をメ

ンバー企業は利用することができる｡

次に外部性の内部化を見ていくことにする｡ 上述 したが SEMATECHの研究は半導体製

造装置の開発研究である｡ そして目的は明確で 1989年に日本の技術 レベルと同じ水準に達

し､92年に追い越すというものであった｡それでは何故 SEMATECHが必要だったのか｡

半導体産業は技術革新に成功 しても直ちに他企業に利用されてしまい､開発利益を盗用さ

れてしまう｡ つまり専有可能性が低 く､R&D水準は低 くなる｡ このような外部性を内部化

するためには半導体メーカーの水平的協力､半導体製造装置メーカーとの垂直的協力を同

時に行うSEMATECHのような共同研究開発が必要になるのである｡ また外部性には業界

標準化が含まれている｡ 標準化のためにどの半導体メーカーも自らに有利な業界基準を決

めようとするので､SEMATECH の共同研究開発が産業内の調整 し､製造装置の統一した

仕様を決める必要があった｡

以上が SEMATECHの目的の説明である｡メンバー企業は上述の目的に同意 し､叉外国､

特に日本との国際競争に勝つためにSEMATECHに参加 したのである｡

1.2.4 SEMATECHの知的所有権

sEMATECH の発明に関する取 り決めについて見ていくことにする｡ 共同研究開発は前

述 したように外部経済効果の内部化 といった特性を持ち､非メンバー企業による共同研究

開発の成果のフリーライダーを防ぐ働 きをする｡ しかしSEMATECHに対する米国政府の

補助金の正当性の根拠 としては､米国内半導体産業において非メンバー企業にも波及効果

がなければならない38｡この両者のジレンマの中で､SEMATECHは以下のような取 り決め

を行っている｡1)1年間の間､SEMATECHの研究開発によって生まれた製造装置を非メン

バー企業に売ることを禁じ (1991年まで)､2)メンバー企業は SEMATECHの研究開発に

よって新たに発明された設備を非メンバー企業よりも6-9ケ月間早 く使用することができ､

37 前者には光学 ･化学 ･材料工学 ･機械工学が必要で､後者には電子工学 ･物理が必要である｡

38IrwinandKlenow(1996)でも指摘されている



3)メンバー企業はSEMATECHの発明を2年間無料で独占的に使用する特許権が与えられ､

その後は全てのアメリカ国内の企業がごくわずかの特許権使用料で SEMATECHの発明を

利用することができる､というものである｡ こうして外部経済効果のバランスをとったの

である｡

ところで､98年までに､SEMATECHを出願人としてUPSTO(UnitedStatesPatentand

TrademarkOffice)に 56件の特許が認められており､そのうち表 3に見られるように9件

がPCT国際出願されている｡PCT国際出願とは多 くの外国に特許出願する際に便利な出願

方法で､ある国で PCT国際出願すると､その国際出願日を基準にPCT加盟国の中で進歩

性 ･新規性を審査できるものである｡91年以後にPCT国際出願された表 3の特許は日本の

特許庁にも申請されている｡SEMATECHは91年以後研究開発の成果を全 く秘密にしてい

たわけではなく､SEMATECH の研究成果のうち特許で広 く権益を確保できるものは世界

中の特許庁に申請 している｡ この背景には米国製半導体製造装置の世界市場でのシェア増

加のための業界標準獲得といった思惑があると考えられる｡

最後に特許の引用に関する実証研究から SEMATECH の補助金について考察する｡

Branstetter(2001)では日本企業とアメリカ企業の特許とR&D行動を分析 し､知識の伝揺

は国をまたぐかどうかという実証研究を行い､特許公開初期の段階では知識の伝播は国内

だ け に限定 的 で あ り､急 速 に は国 を またが ない と指 摘 して い る｡Jaffeand

Trajtenberg(1996)ではアメリカの特許の引用状況を調査 し､少なくとも初期の一定期間は

国外 よりも国内のほうがより広 く急速に知識は伝播 し､特許引用者は同じ国の発明家の特

許を引用する傾向があることを指摘 している｡ さらに画期的な発明がなされたとき､同じ

国の発明家同士がお互いの特許を引用 しあう傾向が極めて高いことも述べられている｡ し

たがって､国をまたいで知識が伝播する前に同じ国の発明者に知識が伝播する可能性が高

いのである｡

以上の特許の引用に関する実証研究から､初期の一定期間では自国の発明はより国内の

利益につながるという点で､SEMATECH といった機関への米国政府の補助金の正当性が

保障されるのである｡

1.3 先行研究の分析と本論文の方向性

SEMATECHの効果分析を行った先行研究を紹介する｡SEMATECHへの米国政府の補

助金の正当性は､米国内半導体産業において非 SEMATECH参加企業にも波及効果がある

かどうかでみることができる｡こういった主旨の先行研究でR&D投資額に注目したものに

IrwinandKlenow(1996)とHorrigan(1994)がある｡ 両者はメンバー企業と非メンバー企

業とで､SEMATECH 形成前と後とで比較する手法をとっているが､取得 したデータの相

違から異なった結論となっている｡IrwinandKlenow(1996)では､メンバー企業の R&D

活動における重複が避けられるため､非メンバー企業よりもR&D額を相対的に低 く抑える

ことができたとした｡したがって､よりいっそうのR&Dは促されず､非メンバー企業-の



波及効果はあまりなかったとしている｡ 一方､Horrigan(1994)では外部経済効果を内部化

し積極的にR&D投資が行われることで､結果的に非セマテック参加企業にも波及効果があ

ったとしている｡Romer(1993)でもセマテックを産業内での波及効果を促進させる模範的な

メカニズムとしている｡

またSpencerandGrindley(1993)では､Sematechの存在で半導体製造装置の企画から完

成までの期間(lead-time)の短縮､半導体製造装置の知識の深化が促進され､また計画外の

ところで半導体製造装置のデザイン､運用､メンテナンスが向上 したとしている｡ また非

メンバー企業も含めた米国全ての半導体企業はセマテックが開発 した技術の恩恵を受けた

とも指摘 している｡ IJink,TeeceandFinan(1996)ではSEMATECHについて定量的な効

果分析を行っている｡ 具体的にSEMATECHのプロジェクト毎にコス トと利益を計測 し､

InternalrateofreturnanalysisとBene丘七一七O-costanalysisを行った｡その結果を踏まえ､

SEMATECH は､共同研究以外からも､重要なプロセス ･テクノロジーを開発 したとして

いる｡

以上に挙げた先行研究は､SEMATECH に対する補助金の正当性を半導体産業全体に対

する影響 として見なしてお り､すなわち政府補助金をマクロ的視点から分析 している｡ し

かしながら､政府補助金の正当性は産業全体-の影響のみならず､メンバー各企業に対す

る影響からも考察すべ きである｡ よって､本論文では米国政府補助金がメンバー企業内に

どのような影響を与えたかミクロ的視点に立って分析を行う｡
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表1.SEMATECHの開発アプローチ

第一段階

第二段階

第三段階

米国内での現在量産製造技術を短期間で改善する｡ 目標は､0.軸mの設計

ルールの技術を1987年下半期から1990年上半期まで実施する｡

第二段階は第一段階とほぼ同時並行で 1990年まで実施する｡ 目標は､

0.5pmの製造技術の開発に集中する｡

第三段階は､1988年から始められ 1994年上半期まで実施される｡目標は､

0.35pmの製造技術を開発する｡

表2.SEMATECHを出願人としてPCT出願された発明

(wIPOデータベースより2008年1月2日現在)

国際出願日 発明名称

ll.03.1991 STAⅠRCASE SⅡ)EWALL SPACER FOR ⅠMPROVED SOURCE/DRAⅠN

ARCHITECTURE

24.09.1991 PNEUMATⅠCENERGYFLUXMETER

24.09.1991 ⅠNTELLⅠGENTMASSFLOW CONTROLLER

20.05.1992 RAPID-SWITCHⅠNGROTATⅠNGDⅠSKREACTOR

08.09.1992 HARMONⅠCANDSUBHARMONⅠCⅠSOLATORFORPLASMADⅠSCHARGE

03.05.1993 OPTⅠMⅠZEDECRPLASMAAPPARATUS

24.ll.1993 ⅠNTEGRArEDBUⅠLDⅠNGANDCONVEYⅠNGSTRUCTUREFOR

MANUFACTURINGUNDERUI:TRACLEANCONDITIONS

29.ll.1993 PHASESHIFrⅠNGMASKSTRUCTUREWⅠTHMUⅠXⅠLAYEROPTⅠCAL

COATⅠNGFORⅠMPROVEDTRANSMⅠSSⅠON

13.12.1993 PHASESHIFTINGMASKSTRUCTUREWITHABSORBING/ATTENUATING

SⅡ)EWALLSFORⅠMPROVEDⅠMAGⅠNGANDMETHODOFFABRⅠCATⅠNG

PHASESHIFrERSWITHABSORBING/ATTENUATINGSIDEWALLS

12.10.2006 METHODSFORCHARACTERⅠZⅠNGSEMⅠCONDUCTORMATERⅠALUSⅠNG

OPTⅠCALMETROLOGY

25.08.2006 METHODSFORDUALMETALGATECOMPLEMENTARYMETALOXDE

SEMⅠCONDUCTORⅠNTEGRATⅠON

06.03.2007 METHODSANDSYSTEMSFORDETERMⅠNⅠNGTRAPPEDCHARGE



12.07.2006 METHODSANDSYSTEMSFORCHARACTERⅠZⅠNGSEMⅠCONDUCTOR

MArERⅠALS

20.09.2006 METHODSFORMODULATⅠNGTHEWORKFUNCTⅠONSOFFⅠLMLAYERS

2001年までのSEMATECHメンバーの推移 (1998年以後､sEMATECHは Ⅰnternational

sEMATECHと改称 して世界の半導体メーカーによる研究開発コンソーシアムとなる)

AdvancedMicroDevices(US) 1987-

AT&T(US) 1987-

DigitalEquipmentCorporation(CompaqComputers)(US) 1987-2000

HewletトPackardCompany(US) 1987-

ⅠBM (US) 1987-

ⅠntelCorporation(US) 1987-

LSⅠLogic(US) 1987-1992

MicronTechnology(US) 1987-1992

Motorola(US) 1987-

NationalSemiconductor(US) 1987-1998

NCR(1991年 AT&Tに買収)(us) 1987-1991

Rockwe11Ⅰnternational(ConeXantSystemsⅠnc)(US) 1987-

TexasⅠnstruments(US) 1987-

HyundaiElectronics(HynixSemiconductors)(KR) 1998-
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第 2章 半導体産業の特徴と補助金の必要性

本章では､半導体産業の持つ一般的な特徴 とその問題点に言及する｡ さらに､研究開発

を長期投資 ･短期投資の 2つに分類 し､この産業における補助金の必要性について述べて

いく｡

2.1 半導体産業の特徴

半導体産業の特徴として､以下 3点が挙げられる｡

第一の特徴は､技術革新のスピー ドが非常に速い点である｡ このことは､半導体産業が

｢ムーアの法則｣にしたがって発展していることで､広 く一般的に知られている｡ この ｢ム

ーアの法則｣とは､半導体の トランジスタ集積度は 18-24ケ月ごとに倍になるという､Intel

の共同創始者 GordonE.Mooreが提唱した経験則である｡ 半導体産業は非常に発展が速 く､

それゆえに製品ライフサイクルも短い｡そのため､この産業に属する企業は継続的な技術

革新を強いられることになる｡ 特に日本との半導体貿易摩擦において議題となった DRAM

は､半導体製品の中でも製品ライフサイクルが特に短いと言われる｡ 1971年に 1KDRAM

が製品化されて以降､1989年までに4K､16K､64K､256K､lM と､ほぼ 3年に4倍の

ペースで記憶容量が増加している｡ (図2参照)

したがって､短期間での世代交替に対応するために､企業は常に次世代製品の開発を目

指 して技術革新を行う必要性があり､いち早 く新世代製品の開発に成功 し､先行者の利益

を得ようと､企業は激しい研究開発競争を繰 り広げることとなる｡ しかし一方で､後述す

るように､技術革新に必要となる莫大な研究開発費用は企業にとって大きな負担となり､

そのような莫大な費用を負担できる企業は数少なく､一旦研究開発競争から取 り残された

企業は技術的な不利な立場になってしまう｡ すなわち､半導体産業に属する企業は､短い

製品ライフサイクルに対応するために､継続的な研究開発費用 ･設備投資を必要とされる

のである｡

第二の特徴として､半導体産業では､設備投資および研究開発費用が多額となる点が挙

げられる｡ 半導体産業は集中的なR&Dが行われる産業の一つに数えられる｡ 1989年のア

メリカ電子部品産業では純売上高の8.3%をR&Dに投資していた｡仝アメリカ産業のR&D

の売上高比率の平均は3.1%である｡ 電子部品産業の内､半導体メーカーは売上の 12.3%を

R&D投資に費やしていた39｡ こうした数値の背景として､新製品の供給には､半導体の微

細加工技術の高度化 ･製造機械の精度向上が不可欠となり､また､新製品の開発段階のみ

ならず､量産体制に移る段階においても量産技術の確立と大規模な設備の整備が必要とな

ることが挙げられる｡ 加えて､半導体技術の進歩と共に､新技術の開発および生産に必要

となる資本は増大するため､企業は半導体産業の発展と共に､より多額の設備投資 ･研究

39IrwinandXlenow(1996),pp325



開発投資が必要とされることとなる｡ (図 3参照)

さらに半導体チップは､電気機器､通信､軍需と幅広い産業に ｢産業のコメ｣として用

いられているためにメーカーが半導体需要を予測することが難しく､事前に投資の適正規

模を決めることは不可能に近いという特徴を持つ｡このことは､企業が負う研究開発に伴

うリスクを高める要因となったと考えられる｡ これが第三の特徴として挙げられる｡

したがって以上のことから､半導体産業に属する企業は､半導体製品の短期間での世代

交替に対応するため､継続的に､リスクが高く､多額の研究開発を行うことが求められる｡

また､技術革新につれて増大する投資負担に耐えうる企業のみが､半導体産業内での競争

にあずかることができ､このことは､裏を返せばそのような激しい研究開発競争に耐えら

れない企業は､半導体産業から撤退せざるを得ないと言える｡

また､SEMATECHが設立された時代背景を鑑みれば､当時アメリカ産業は日本企業と

の競争状態にあった｡ すなわち､産業内 ･世代間競争に加え､国際競争にも晒されていた

ことも述べておく必要があるだろう｡

ここで､SEMATECHがその設立目的から主眼においていたと考えられる､DRAM につ

いて詳しく見ていく｡ DRAMのような汎用性の高い製品は､完全代替財として位置づけら

れ､国内および国際市場において激しい価格競争が展開される｡ DRAM はラーニングカー

ブよく当てはまる製品と言われ､累積生産量が倍になるとビット当たりの単価は 68%にな

ることが示されている40が､DRAM の場合､ラーニングカーブによる効果以上に､価格競

争と製品の世代交替から生じる価格下落が激しいため (図4参照)､企業は先行者の利益を

求めようと行動する｡

すなわち､DRAMのビジネスモデルは､短期間に莫大な費用の回収を図るために､価格

下落が始まる前に急速に生産量を拡大させる必要があった｡このような状況は結果的に､

大量生産､供給過剰､価格の下落という一連のプロセスをDRAM市場にもたらした｡

しかし､先述したように莫大な研究開発費用を負担できる企業は数少なく､研究開発が

成功 して先行者の利益を獲得 したとしても､世代間競争をもたらす製品ライフサイクルの

短さと､同一世代製品における企業間 ･国際間競争によって､独占利潤の獲得は長 く続か

ない｡したがって､ある企業が研究開発によって技術開発に成功 したとしても､その技術

によって生じる利益全てを市場で回収するのは事実上不可能に近 く､このために､企業が

研究開発投資をするインセンティブが減少し､研究開発を継続的に行うための財政的体力

の低い企業は市場から撤退する可能性が高まるのである41｡ そこで､DRAM市場に代表さ

れるような半導体市場の特性によって低下 した､企業の投資インセンティブを補填すると

いう観点から､政府介入､政府補助金の正当性を見出すことができるのである｡

40 大西(1994)

41Intelは 1985年にDRAM 市場から撤退した



2.2 長期 R&Dと短期 R&D

前節では半導体産業の特性から生じる投資に対する企業のインセンティブの低下という

観点から補助金の必要性を述べた｡本節ではさらに踏み込んで､企業の研究開発投資計画

における長期 R&Dと短期R&D-の予算配分という観点から補助金の必要性について述べ

たいと思う｡

ここで長期 R&Dと短期 R&Dについて述べておく｡長期 R&Dとは､R&D費用が高く､

R&D成功率が低いというハイリスク ･ハイリターン型のR&Dであり､短期 R&Dとは､

比較的R&D費用が低 く､R&D成功率が比較的高いというローリスク ･ローリターン型の

R&Dである｡ SEMATECHの開発計画アプローチに当てはめれば､長期 R&Dは新技術を

導入する第 2､第 3段階の研究内容にあたり､短期 R&Dは現行技術の改善にあたる第 1段

階にあたる｡ SEMATECHでは第 1段階と第 2､第 3段階が同時進行で行われ､長期 ･短

期両方の視座に立った研究開発が行われていたと考えられる｡

sEMATECHの構想がなされていた当時､日本では 10年以上の長期 R&Dに多額の投資

が行われていたのに対 し､アメリカでは半導体製造装置を生産する企業の規模が小さく､

10年間の R&D投資の収益を回収するまで待つ余裕が無かったことに加え､研究開発の成

果による利益が模倣者によって吸収されてしまうことから､アメリカ企業は短期 R&Dを重

視 していた｡このことはアメリカの半導体産業が日本に遅れをとった理由の一つと考えら

れていた42｡

前節において､政府補助金が企業のR&D投資に対するインセンティブを高める役割をも

つことを指摘 した｡しかしながら､研究開発の規模に対する政府補助金の影響だけでなく､

研究開発の内容 ･質に対する影響もまた考察対象とすべきである｡ なぜならば､例えば､

補助金がリスクの低いR&D投資に集中し､本来政府が意図するような､リスクの高いR&D

投資に向かわない可能性もある43｡ その意味において､研究開発の総額や規模に着目するだ

けでは､政府補助金の効果が明確に分析されているとは言えない｡

そこで我々は､R&D投資を長期と短期の2種に分類することにより､政府が政策的に推

進すべき､例えばリスクの高い研究開発や､外部性の高い､すなわち私的収益率よりも社

会的収益率が上回るような研究開発が､補助金によって増加されたのかを考察する必要性

があると考える｡

したがって次章では､このような考えの下でSEMATECHにおける政府補助金が､メンバ

ー企業の長期 R&Dと短期 R&Dの投資計画に対 してどのような影響を与えたかについて経

済学的分析を行う｡

42TheCongressoftheUnitedStatesCongressionalBudgetOfnce(1987)
43後藤 ･若杉(1984)



図2 ビット別DRAMの世界需要
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図 4 DRAM のビット別価格推移
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塵_3_童

企業のR&D投資における政府補助金の効果に関する理論的考察

本章では第2章で与えられた SEMATECHメンバーが米国政府や州からの補助金を受

け取っていたという事実を鑑み､この補助金が SEMATECH内企業の投資計画にどの様な

影響を及ぼしたと考えられるか､理論的モデルを構築してその経済学的含意を述べる｡

補助金の性質上､R&D投資総額に影響を与えることは考えにくい44ため､このモデルで

は企業が投資に当てる予算制約が一定であるという条件の下､補助金が企業の投資ポー ト

フォリオに与える影響に焦点を当て､長期 と短期の投資計画の成功確率 と投資回収機会､

さらに時間割引率を含んだモデルを導入し､長短 2つの投資計画に対する企業の投資配分

比率に補助金が及ぼす影響について考察する｡

3.1 Modelの設定

政府補助金の支出パターンには以下の2つがある｡

一つはあるプロジェクトに対 して政府と企業が共同して出資を行うパターンであり､も

う一つはあるプロジェクトに企業が投資する際に､投資金額を補償する形で政府が資金援

助する場合である｡

これら二つの政府補助金では当然得られる効果が異なることが予想される｡

官民共同出資型のプロジェクトの場合､企業は本来の予算制約を越えた投資を行うこと

が出来るので､期待利得関数の変数が大きく変化するだろう｡ SEMATECH が属するのは

このパ ターンである｡

一方で補償型のプロジェクトの場合､企業の予算制約は以前のままだが得られる政府か

らの補助金がそのまま期待利得に反映されるので､官民共同出資塑プロジェクトとは異な

る効果が期待される｡

以下の2節ではある1企業が長短 2つのR&D投資計画<L>､<S>に直面 しており､企業

は双方の計画から得られる期待利得のみを考慮に入れて投資配分を決定すると仮定してモ

デルを構築する｡ 2節に共通する諸仮定を以下に列挙する｡

･R&Dの成功確率をP(･)､R&Dの成功から得られるリターンをg(･)とおくと各投資計画

の期待利得は

E(L)-P(I,)g(L),E(S)-P(S)g(S)
と表せる｡

44 企業の投資総額を決定するのは自己資本総額や期待投資回収金額など企業の経営環境に依存するため

政府補助金が企業の投資上限額を一意に決定するとは考えにくい｡



･p(･)は企業がその投資計画に投 じた投資額に依存する｡

･Lへの投資額をⅩ､Sへの投資額をyとおく｡

･p(L)-P(S)のときつねにx>y

Io≦p(･)<言のとき､

些坦 ,0,旦欝 ,0ax

型 ,0,旦欝 , oay

p(･)≧言のとき､

壁坦 ,0,旦諾 ≦Oax

型 ,0,旦欝 ≦oay

･以上の仮定を満たす関数として､ここでは具体的に

p(L)=

とおく｡ 企業の予算制約は

x･y-言,x20,y≧0

･p(･)と異なり､g(･)はその投資計画に投 じた投資額に依存せず､つねに

旦坦
g(∫)

-a > 1,a= a

とする｡

以下ではこれらの仮定から得られたモデルを基に分析を行う｡

3.1.1 官民共同出資型projectへの補助政策の効果

企業は可L)十E(S)が最大となるように行動する｡そこでまず補助金がない場合にⅩを変

化させたときにE(L)+E(S)がどのような億を取 りうるか調べる｡

3.1で与えられた諸仮定より､



E(Ll)-P(L)g(L)
sin(;%12
_C.sZ+122

E(S)=P(S)g(S)

dg(∫)

｡g(∫)

sin(y-;)･12-sinx+1
g(∫)

o≦ズ≦言,a,1

E(L)+E(S)=

よって､

(i)x=空 のと き ､

2

E(L)+E(S)=
tC｡S竺+1

4
ag(S)

-sinx + 1

-(2,ag(S)
(ii)x=0のとき､

E(L)･E(S)-三g(S)
となるので､

a>2+J盲のとき(i)>(ii)となり､

a≦2+Jiのとき､(i)≦(ii)となる｡

一方､E(L)+E(S)をⅩで微分すると



d(E(L)+E(S))
dx

1._t･=_asln一十sin2空_C｡S2空2222
-2‡(sini･ia)2-去a2-iI

となるので､E(I/)+E(S)8ま原点に向かって凸であるから､

-ax(E(L)･E(S))-(響 )ag(S)(a,2･Ji,x-言) or

三g(S)(a≦2･Ji,x-o)
すなわち補助金がない場合､企業は

a>2+Jiであれば長期投資のみを行い､

a<2+Jiならば短期投資のみを行う｡

つぎにこのモデルに政府補助金を導入する｡

官民共同出資型の場合､企業は自身の予算制約の他に補助金率 100%の政府補助金を受け

取ることが出来るので予算制約は倍になる｡

E(L)+E(S)は原点に向かって凸なので､max(E(L)+E(S))を取 りうるのはズ-0または

x=77のときのみである｡

∬=0のとき､

E(L)･E(S)-lag(S)
x=方のとき､

E(L)+E(S)=g(S)
となるので､企業は

α>2のとき長期投資のみを行い､

α<2のとき短期投資のみを行う｡

以上より､補助金を導入することで長期投資が開始されるようなaの値は

2≦a≦2+Ji

だけ広がっており､官民共同出資型の補助金政策が長期投資に正のインセンティブを与え

ていることが確認できる｡

3.1.2民間出資塑prqjectにおける政府補助金の効果

補助金導入前の均衡は3.1.1と同様である｡

民間出資型projectにおいて補助金を導入すると､企業の期待利得に補助金がそのままプ



ラスされるので､企業の期待利得は

E(L)=

E(S)=

2

_C.S空+1
2

2

1Sinx+1

ag(S)+x

ag(S)+x

g(S)+y

g(S)･;-x

S･t･x･y-言,x20,y≧0

となる｡

E(L)+E(S)Lま原点に向かって凸なので､やはりmax(E(L)+E(S))となるのはズ-0また

はズ=空のときで､結局､
2

-ax(E(L)･E(S))-(響 ,ag(S)I;(a,2･Ji,x-言)or

三g(S)十号(a≦2･Ji,x-o)

となり､長期投資を可能にしうるaの値の範囲は補助金導入前と変化しない｡

さらに時間割引率を導入したモデルを考える｡ Ⅰ.において企業は N年に亘る継続 した投

資が必要であるとすると､各期の企業の投資額は

xi- 三(i-0,1...n-1)
n

よって

E(I/)-P(LJ)g(L)'三(1十P'J Pn-1)
n

となる｡

E(L)十E(S)の凸性にかわりはなく､またnぅ -のとき､

三(1.p..‥+pn-.)=三ヒ藍 → o
n nl-p

となるので､



-ax(E(L,･E(S,,-(誓 ,ag(S,〔a,(2･J i ( 1十品 ),x-言) or

三g(S,･;(a≦(2･ J i ( 1 ･ 蒜 ),x-o〕

よって､民間出資型projectにおける政府補助金の場合､時間割引率を導入すると長期投

資のインセンティブを損なう恐れがある｡ また研究開発が長期に亘るほどインセンティブ

の損失が大きいこともこのモデルから言及することが出来る｡

3.2 まとめ

3.1.1では補助金によって企業は長期投資を増大させるインセンティブを持つことができ

る｡ 一万3.1.2では補助金によって長期投資へのインセンティブが高まることはなく､時間

割引率を導入した場合､R&D-の投資期間が長いほど､政府補助金によって長期投資-の

インセンティブが損なわれることが判明した｡

よって SEMATECHのような官民共同出資型の政府補助金は企業の長期投資にとって有

益であり､Brander-Spencerのモデルに代表されるような生産補助金よりも明確に長期投

資を増大させることが分かった｡



おわりに
当論文では､米国半導体産業における官民共同研究開発コンソーシアムSEMATECHを

考察対象として､企業の短期 ･長期の研究開発投資計画に対する政府補助金の効果を分析

した｡

その結果､BranderSpencer型の補助政策よりもSEMATECHのような官民共同出資型

の補助政策の方がより明確に長期投資を増大させる効果があるという結論を得た｡

このことから､SEMATECH に対する政府補助金が､一企業の研究開発投資計画におい

て､短期的なR&Dに比べてリスクが高 く､多額となる長期の研究開発投資を増加させたこ

とが言える｡SEMATECH設立目的と背景とを考慮すれば､社会的便益の高い長期的R&D

を増加させたことは､SEMATECHに対する政府補助金の正当性の裏付けとなるだろう｡

しかしながら､第 3章で取 りあげたモデルは一企業の投資計画のみに焦点をあてている

ため､他企業のR&Dから得られる技術のスピルオーバーが考慮されていない｡この問題を

克服するためには､複数企業からなるR&D競争戦略を仮定した新しいモデルの設定が必要

である｡

また､R&D投資の期待利得関数は各企業で必ずしも同一であるとは限らない｡たとえば

大企業であれば次世代ハー ドウェア開発などの長期 R&D投資を行って産業全体をリー ド

する役割を持っているので長期的投資を行うインセンティブを高 く持つが､大企業付随型

の中小企業では比較的リスクの低い短期的投資を繰 り返し行うインセンティブの方が強い｡

それらは企業の自己資本の相対量や､それぞれの企業が直面する市場規模 ･市場シェア等

に依存することが予想されるので､そうした各企業の経済的背景を取 り入れたモデルを導

入することでよりモデルを精微化する必要があるだろう｡

SEMATECH の参加企業に対する政府補助金の影響については上記のような結論を得た

が､共同研究開発コンソーシアムというSEMATECHの組織的 ･形態的特徴に言及するこ

とで､SEMATECH の経済分析を行うことも重要である｡ 部門間のみの共同研究開発と､

コンソーシアムを含めたリサーチ ･ジョイント･ベンチャーとの違いを､知識の補完性な

どの観点から比較 し､官民共同研究開発コンソーシアムとしての SEMATECHの効果を明

らかにする必要がある｡ この点も含め､今後の課題としたい｡
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